
市内小中学校児童・生徒、保護者用 

  

 

 

これまで部活動の指導は、教員が学校施設を使って行うのが一般的で

した。しかし近年、少子化が急速に進む中で、子どもたちの活動を、地

域の皆さんと力を合わせて支えていこうという新しい取り組みが、全国

で広がっています。 

部活動地域展開とは、学校部活動を地域の指導者に展開することで、

中学生の持続可能な活動機会の確保を目指すこととされています。 

たつの市では、これまで行ってきた学校部活動を継続するとともに、

スポーツ・文化芸術活動の環境を整備し地域に展開することで、生徒の

意欲を高め、中学校生活を豊かなものにします。 

 

 

 

 

たつの市教育委員会 



中学校部活動及び地域クラブ活動の推進の目的 
 

中学生が平日及び土日等の休業日において、継続的にスポーツ・文化

芸術活動に親しむ機会を確保することを目指します。 

 

 

 

 

たつの市では令和８年度以降、 

次の２つの形態で活動を実施します。

 

 部活動指導員の配置や合同部活動等の実施 

たつの市教育委員会の認定を受けた地域クラブでの活動 

 

 

 

 

 

 

 

※ 学校部活動、認定地域クラブ、また、その両方での活動が可能です。 

 



 

□ 学校にある部活動の中から希望する種目を選んで活動します。 

□ 教員や、専門的な技術・知識を持った部活動指導員が指導します。 

□ 平日の放課後、また、休日に学校の施設を利用して活動します。 

□ 人数が少ない学校同士が１つの合同チームとして活動します。 

□ 在校生、また合同を組んだ学校の生徒で活動します。 

 

 

 

 

□ 地域のスポーツクラブ・文化団体を拠点として活動します。 

□ 専門的な技術、知識を持った地域の指導者が指導します。 

  ※教員が指導者になる場合もあります。 

□ 平日、休日とも地域団体が定める時間帯に、学校施設を含めた地域 

の施設を利用して活動します。 

□ 学校を超えて地域の中学生で活動します。 

□ 認定地域クラブが中体連に登録した場合、中体連主催の大会に参加 

することができます。 

 

 

    

□ 運営費（施設利用料、指導料等） 

□ 保険料 

□ 用具やユニフォーム費 

※ 参加する種目によって費用が異なります。 

 

 



◆ ソフトボール 
令和７年４月より龍野東・新宮中学校が合同チームとして活動しています。 

令和８年４月からは龍野東中学校を活動拠点とし、龍野東・龍野西・播磨高原東・

揖保川・御津中学校に在籍する女子生徒が参加できる形式での活動を予定してい

ます。なお、新宮中学校に在籍する女子生徒についても、合同で活動できる形態を

継続できるよう検討しています。 

  

◆ サッカー 
令和８年９月より龍野東・龍野西・新宮（※注１）・御津中学校は平日のみ部活

動として活動を継続します。また、揖保川中、播磨高原東中学校の生徒においては、

上記４校のいずれかと合流しての活動を予定しています。 

なお、休日は「TATSUNO CITY サッカークラブ」として統一した形式での活動

を予定しています。 

（注１）：新宮中学校は令和８年度以降、平日の部活動は、 

新２・３年生のみでの活動となります。 

新１年生の平日における活動は、龍野東中学校と 

合流しての活動となります。 

【アンケートのお願い】 

本日はお時間の都合上、会場での質疑応答を設けておりません。 

       ご質問やご意見等がございましたら、左記のアンケートフォームより

ご記入ください。類似内容をまとめた上で、後日たつの市のホームペ

ージにて回答を掲載する予定です。 

        その他のお問合せにつきましては、下記連絡先までお気軽にご連絡

ください。 

 

お問合せ先 

  たつの市教育委員会  

学校教育課 部活動担当 

  電 話 ０７９１－６４－３１７９ 

  ＦＡＸ ０７９１－６３－３８８３ 

認定地域クラブや体験教室の 

一覧については、たつの市の 

ホームページに随時掲載 

します。 

 電話は休日を除く月曜日から金曜日までの 

午前 8時 30分から午後 5時 15分まで 


